第五回障がい者制度改革推進会議　意見提出フォーマット

政治参加
○選挙に関する情報の保障
１．選挙広報などの行政の提供する情報についてどう考えるか
参政権の行使に関わる非常に重要な課題である。基本的には、障害者が必要とするコミュニケーション手段による情報保障がされるべきである。
点字による公報は法制度で保障されておらず、その実施は自治体の裁量で行われているため、地域格差等、点字を使用する視覚障害者は候補者などの情報を得ることが著しく困難な状況に置かれている。
権利条約では第２条でコミュニケーションを定義している。また、第９条でアクセシビリティを規定し、条約の交渉過程でアクセシビリティは権利保障の基礎となる重要なものである、とされている。第29条（a）の「他の者と平等を基礎として、政治的および公的活動に効果的かつ完全に参加することができることを確保する」という条項に規定されている。

しかし、現在はこの権利が保障されていない状況にある。
２．政見放送などの選挙に関する情報についてどう考えるか

これも1と同様に参政権に関する重要な課題である。これも実質駅に保障さえていないのが現状である。全ての政見放送に手話、字幕を付与すべきである。

現在、例えば、字幕つき政見放送は非常に限られている。参議院議員選挙区選挙と都道府県知事選挙には手話通訳を付けることができない。全ての政見放送が政党の任意であるため、手話通訳を付けるか否かも政党の任意となっている。

このように、聴覚障害者は手話、字幕のつかない政見放送を理解する方法が全くなく、事実上政見放送の利用から排除され、国民の一員として平等に選挙に参加する機会を制限されている。公平を旨とすべき公職選挙においてこのような不公平な状況を放置することは、日本国憲法14条及び条約第4条、第29条（a）の規定に違反していると考える。
周知の通り、当推進会議では、第２回目から情報公開として会議当日の内に手話と要約筆記付きの動画が内閣府のサイトから閲覧できるようになっている。そのことにより、聴覚に障害のある人々も情報にアクセスできるようになっている。この推進会議の情報公開の例に習って、手話通訳と要約筆記を付けた形での政見放送がスタンダードな形として実施されるよう、関係法規を改正すべきである。

３．国会での議論に関する情報についてどう考えるか

基本的には上記2と同様に、生中継においても手話通訳、字幕を付けて放送すべきである。少なくとも、当面、録画放送では早急に義務化すべきである。
○ 選挙の仕組み
１．選挙権、被選挙権に関する欠格条項（成年被後見人であること）をどう考

えるか、
選挙権及び被選挙権は、市民の公民権であることから限定すべきではない。
そもそも成年後見制度は契約行為における後見制度であり、その是非はともかく、選挙権等の権利行使に流用することは大きな誤りであり、早急に、この欠格条項はなくすべきである。
同様に、成年後見人制度が、様々な欠格条項に流用されていることは大きな問題である（最後の『その他』の項目参照）。
２．投票所への移動支援をどう考えるか
別枠で移動支援等の障害福祉サービスを利用可能とするべきである。

選挙権公使は、国民の権利及び義務であることから、重度訪問介護や移動支援等の障害福祉サービスを利用している場合は、障害当事者の求めに応じて、投票に際して、必要に応じて、（普段の生活に使っている利用時間が不足しないように）別枠でサービス利用を可能とすることが必要である。

３．投票所の物理的バリアーをどう考えるか
投票所はバリアフリーな環境とすべきである。参政権行使の基礎である。

４．投票所内での障害に応じた必要な配慮をどう考えるか
全身性障害者等、介護が必要な者については、本人の希望に応じて介助者の投票所内への同行及び代筆を認めるものとする等の配慮が必要である。

公正性を危惧するのであれば、選挙管理員が、投票に関する介助等の状況を確認することは可能とする。なお、現行では、選挙行為時は、介助者の動向と介助が認められていないことから、当該障害者の投票所内での車いす移動等における対応や、言語障害のある障害者は、選挙管理員とのコミュニケーションに不安や問題をかかえていることからも介助者の動向と代筆を認めることが必要である。

「事例　障害者男性・40代」

投票所に行くと、介助者は入り口で待機しなければならない。選挙管理委員の人が車椅子を押して投票の書くとこに行く。テーブルが小さいところだと足がぶつかる恐れがあるため、大変危険が伴う。次に、投票用紙に書くときに聞いてくるが言語障害があるため、選挙管理委員の人が分からないということがある。そのため間違う可能性がある。なぜ介助者が一緒について来れないのか疑問に思う。公平性を保つためなら選挙管理委員の人が一緒についてくれば公平性が保てるのではないか。
５．投票所内で投票できない場合の現行の代替措置（郵便投票など）をどう考えるか
郵便投票については、多くの障害者が知らないことから投票用のハガキ、選挙放送時等のあらゆる場面で、郵便投票に関する広報が必要である。しかし、郵便投票は、本人の希望に基づき実施するもので、強制的な措置としてはならない。そのためにも、前述した投票所のバリアフリーや必要な配慮を確保するなど、どんな障害があっても投票所で投票できる条件整備を行うことと平行して進めるべきである。

また、郵便投票の実施については、その範囲やあり方についても障害者に特定すべきかどうか、別途、検討し、期日前投票と同様にその内容を障害者に特定しないように緩和することも必要と思われる。

現在、投票所では、介助者の代筆等は、認められていないが、入所施設や病院によっては、施設職員等の直接処遇職員が、対応している。特に障害者の入所施設では、生活者としての障害者の人権やプライバシー保護の視点から、このような仕組みは、廃止し、選挙管理員の同席等、障害者の投票の秘密が、施設職員に明らかにならないように配慮することが必要である。

「事例　障害者　男性　30代」

ケガをして病院に入院している時、ちょうど選挙の時期にぶつかり入院しているから選挙には参加出来ずにいました。その時、病院で期日前投票が病院の中でも出来ると看護師から聞き、病院で出来ると思い病院側にお願いをしました。僕はてっきり選挙管理委員の人が来ると思い、楽しみに病院の中の選挙はどうゆうものかと思いました。僕のイメージと離れて病院の事務員が腕章をつけ、病室に病棟の婦長と何人かの職員がチームを組み、選挙をお願いした患者のベッドを回ってきました。ただ紙を渡され、候補者の名前が書いた紙をみせられ、僕は書くことが出来ないので病棟婦長に代筆をしてもらいましたが何人かで回ってきてベッドを囲まれて、まるで病棟回診みたいな気持ちになりました。

また別な病院では会議室を臨時の投票所になり、事務長を始め職員の方々が数名見ているなかでの投票でした。その時思ったのは、はたしてこの投票が各区の住んでいる所の区役所に届いているかと思っていました。選挙は国民１人１人が立候補者を選ぶ大事な権利であるのに、この投票が選挙管理事務所に届くのか不安になりました。
６．点字投票の場合における投票の秘密をどう考えるか

　点字投票は視覚障害者にとって権利行使のための必須の投票方式である。
これを前提として、小規模自治体選挙等において、点字投票を行った視覚障害者の秘密投票の権利が侵させる恐れがあるため、何らかの対策が必要である。
○政治活動
1． 障害者が候補者としての選挙活動や政党の活動等に参加する際に必要な支

援をどう考えるか
学校への通学の際に介護制度が利用できないことが教育という基本的権利にかかわる大きな問題であるのと同様、選挙、制度等において、障害者が、障害のない人々と同様の機会が保障されるための支援は、合理的配慮として考えるべきであり、行われない場合は障害に基づく差別に該当すると考える。そして、制度と予算を確保することが必要であり、実施に際しては、サービス利用者である障害者の生活を中心とした制度として設計し、行政等の縦割りにならないがシームレスな制度とすることが必要である。

○公的活動

１．障害者が福祉や教育、人権等の公的活動を行う障害者の組織を結成し、参加する際に必要な支援をどう考えるか

上記と同じ

○その他
政治活動、公的活動における差別禁止法制度が必要である。
また、被成年後見、被補佐人であることが、公務員法の欠格に当たる等、様々な欠格条項に流用されているのは大きな問題である。
例えは、自治体の公務員募集試験では、「地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条の各号（①成年被後. 見人又は被保佐人②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を. 受けることがなくなるまでの者等）のいずれかに該当する方は、受験できません」等と記されている。そのため、知的障害者で公務員試験を受けたくても、後見人制度を使うことで、受けられなくなってしまう。
また、公務員以外にも、様々な公的活動・公職の欠格事由とされていて、社会参加の大きな制限となっており、早急に見直しが必要である。
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